
様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 戸籍等郵送請求書

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 窓口サービス推進係

個人情報ファイルの利用目的 戸籍等を交付した事実を記録しておくため。

記録項目
整理番号、氏名、本籍又は国籍、住所、生年月日又は年

齢、電話番号、性別、戸籍の筆頭者氏名

記録範囲 戸籍等郵送請求者

記録情報の収集方法 本人、親族、第三者請求者

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

□法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

☑法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考



様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 本人通知制度事前登録申込書

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 窓口サービス推進係

個人情報ファイルの利用目的
住民票等の写しを第三者等に交付した事実を本人へ通

知するため。

記録項目
事前登録者氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、世

帯主氏名、本籍、戸籍の筆頭者氏名、電話番号

記録範囲 本人通知制度事前登録者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

□法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

☑法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考



様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード発行一覧表

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 窓口サービス推進係

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付に関する業務のため。

記録項目
氏名、住所、生年月日、性別、製造管理番号、申請書

ID、交付通知書送付日

記録範囲

地方公共団体情報システム機構で作成され、各自治体

に送付されている個人番号カードのうち、阿南市に到

達したもの。

記録情報の収集方法 地方公共団体情報システム機構から送付される帳票

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

□法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

☑法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考



様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード廃棄処理簿

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 窓口サービス推進係

個人情報ファイルの利用目的
個人番号カードが適正に廃棄されたかどうかの管理を

行うため。

記録項目
氏名、生年月日、性別、返納年月日、返納理由、廃棄年

月日

記録範囲

阿南市に到達した個人番号カードのうち、転出・死亡等

の事由により交付できなかったものや、本人等から返

納されたもの。

記録情報の収集方法

・住民基本台帳ネットワークシステム

・個人番号カード紛失／廃止届

・個人番号カード返納届

・個人番号カード交付／再交付申請 取消申出書

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

□法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

☑法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考


